
 

 

 

 

第 41 回山梨輸血研究会 

令和 7 年度定期総会 
 

 

 

プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 令和 8 年 2 月 14 日（土） 

    午後 2 時 ～ 午後 5 時 

場 所 山梨大学医学部 臨床講義棟小講堂 

 



- 1 - 

 

   

 

14：00 

 

14：05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14：50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15：20 

 

15：30 

 

15：35 

 

 

 

 

 

 

 

 

16：50 

  

 

 

開会挨拶 

 

一般演題        

座長  井上 克枝（山梨大学医学部附属病院） 

                 保坂 恭子（山梨県赤十字血液センター） 

 

１．アルブミン製剤一元管理に対する運用への取り組み～運用開始直後の状況報告～ 

前川みな美１） 中嶋ゆう子１） 原順一１） 滝川弘一１） 渡辺和亮１） 河東もえこ１） 

花岡圭太１） 坂本愛奈１） 古屋宏輔１） 赤池美貴２） 髙野勝弘２） 井上克枝１）２） 

（ 山梨大学医学部附属病院 検査部輸血検査室１）、山梨大学医学部附属病院 輸血細胞治療部2） ） 

 

２．山梨県における災害時の血液製剤供給体制 

  花村達也 

（ 山梨県赤十字血液センター ） 

 

３．外傷患者に対する病院前輸血～当院高度救命救急センターでの実施状況～ 

岩瀬史明１） 跡部かおり１） 本田智美２） 

（ 山梨県立中央病院 高度救命救急センター１）、山梨県立中央病院 検査部輸血管理科２） ） 

 

 

教育講演 

 

「 軽症アレルギー性輸血副反応と食物アレルギー既往の関連性に関する解析 」 

髙野勝弘１） 東保一葉２） 中村弘２） 白井俊光３） 小林貴子４） 中嶋ゆう子５） 原順一５） 

杉田完爾２）６） 井上克枝１）３）５） 

（ 山梨大学医学部附属病院 輸血細胞治療部１）、山梨県赤十字血液センター２）、 

山梨大学医学部 臨床検査医学３）、山梨大学医学部附属病院 栄養管理部４） 

山梨大学医学部附属病院 検査部５）、山梨大学医学部 小児科６） ） 

  

 

休憩 

 

令和７年度 定期総会 

 

特別講演   

座長 髙野 勝弘（山梨大学医学部附属病院 輸血細胞治療部） 

 

 

「アジア人型 DEL を中心とした輸血の進歩」 
 

福島県立医科大学 副学長 大戸 斉 先生 
 

 

閉会挨拶 
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第 41 回山梨輸血研究会 抄録集 

〇一般演題 

 

１． アルブミン製剤一元管理に対する運用への取り組み～運用開始直後の状況報告～ 

前川みな美１） 中嶋ゆう子１） 原順一１） 滝川弘一１） 渡辺和亮１） 河東もえこ１） 花岡圭太１） 坂本愛奈１） 

古屋宏輔１） 赤池美貴２） 髙野勝弘２） 井上克枝１）２） 

（ 山梨大学医学部附属病院 検査部輸血検査室１）、山梨大学医学部附属病院 輸血細胞治療部２） ） 

 

【はじめに】病院収益への貢献を目的に2025 年12 月より輸血細胞治療部にてアルブミン製剤一元管理の運用が開始され

た。一元管理をする事で輸血管理料Ⅰの取得のみならずアルブミン製剤の適正使用を推進することにもつながる。今回、

当院でのアルブミン製剤の一元管理への取り組み、運用開始直後の状況を報告する。【取り組み】依頼方法を薬剤処方依頼

から血液製剤依頼指示へ変更。輸血システム(BTD)にアルブミン製剤の運用を追加。アルブミン製剤の保管管理、副作用

管理が薬剤部から輸血細胞治療部へ変更。投与時の電子照合システムを血液製剤と同様とした。手術室・ICU・ER 定数配

置の運用方法を変更。最後に院内各所へ周知をした。【結果】依頼方法の変更は問題なく運用できている。輸血システムで

運用することによりリアルタイムで製剤の使用状況の確認が可能となり在庫製剤の有効利用につながる。製造番号+枝番で

管理する事で患者間違い・紛失の防止につながる。払出・返却は血液製剤と同様な運用であることから検査部日当直者も

スムーズに対応できた。副作用発生率は極めて低いため副作用ﾃﾝﾌ゚ ﾚー ﾄなし・支給票チェックのみと簡易な方法とし、定数

配置使用時の伝票運用は問題がなかった。定数配置使用後の製剤依頼は開始直後、伝票記入医師が入力することとなって

いたが2025年12 月24 日から輸血細胞治療部での医師代行依頼入力が可能となった。院内への周知方法は輸血療法委員

会・検査部通信・医長師長会で書面と口頭にて説明を行った。【課題】依頼システムはアルブミン製剤専用のシステムでな

いため不便さがある。投与時の照合は以前の操作と比較し変更点がありTEL 対応が多々あった。定数配置使用事後依頼で

伝票記入医師の入力では使用日と製剤依頼日が異なる点と過去に使用した製剤名・本数の詳細な把握が困難な点から依頼

入力間違いが散見された。院内への周知では運用開始直前と対応が遅かったため関係者からの問い合わせが多くあった。

【使用状況(運用開始後1 カ月時点)】製剤別では等張製剤14.5％、高張製剤85.5％と高張製剤の使用が多い。診療科別で

は上から救急科30.6％、消化器内科26.6％、消化器外科14.3％、心臓外科9.1％、脳神経外科7.7％、その他11.7％であっ

た。【まとめ】今回の運用を取り組むにあたり多くの関係者協力のもとアルブミン製剤の一元管理を行うことができ、輸血

管理料Ⅰの取得が実現できた。輸血システムでの製剤管理・リアルタイムで使用状況の把握が可能となったことから今後

は、輸血適正使用加算も視野に適正使用の推進に努めていきたい。 

 

 

２．山梨県における災害時の血液製剤供給体制 

花村達也 

（ 山梨県赤十字血液センター ） 

 

山梨県における災害時の輸血用血液の供給について規定されたマニュアルには、山梨県の「山梨県大規模災害時保健医

療救護マニュアル」（山梨県福祉保健部）、日本赤十字社血液事業本部の「血液事業危機管理ガイドライン」、及び山梨県赤
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十字血液センター（以下、当センター）の「危機管理マニュアル」等がある。これらにより災害発生への備えや発災時の

手順等が定められている。 

 平時の備えは、赤血球製剤の平日供給３日分相当の在庫保有、緊急車両の終業時の燃料満タン、血液センター間の非常

時の通信手段としての衛星電話や非常用通信機器（ハザードトーク）の整備、医療機関との連絡手段として災害時優先電

話の契約等を行っている。 

 大規模な災害が発生した場合は、供給業務を優先する体制をとり、速やかに通信状況や被災状況の確認を行い、関東甲

信越ブロック血液センターと情報共有を行いながら対応を検討する。血液製剤の発注方法は、平時と同様のインターネッ

トを使用したWeb 発注システムの利用をメインとし、当センターとの連絡が途絶えた場合には、神奈川県赤十字血液セン

ターまたは県保健医療救護対策本部を通じた発注経路も整備している。供給手段は、緊急車両のほか、県へヘリコプター

輸送の要請、近隣血液センターからの供給、来所による受け渡しなどがマニュアルに規定されており、万が一、当センタ

ーの通信が途絶した場合には、災害拠点病院を中心に巡回供給を行う。さらに、緊急時の対応として、一定の条件下で医

療機関間の血液製剤の融通を可とする規定が令和3 年3 月に厚生労働省より通知された。 

 山梨県が経験した12 年前の豪雪災害を踏まえ、当センターでは、災害時の職員確保の規定などを盛り込んだマニュアル

の改訂や、災害に備えた設備整備を行った。災害は常に想定外の事象が発生するものであるため、備えと防災訓練を行

い、定期的にマニュアルの見直しを行いながら医療機関と連携し災害時の供給体制を構築していく。 

 

 

３．外傷患者に対する病院前輸血～当院高度救命救急センターでの実施状況～ 

岩瀬史明１） 跡部かおり１） 本田智美２） 

（ 山梨県立中央病院 高度救命救急センター１）、山梨県立中央病院 検査部輸血管理科２） ） 

 

【背景】 

重症外傷における出血性ショックに対して、病院前早期輸血は予後改善が期待されている。当院高度救命救急センターでは、ド

クターカー（DC）・ドクターヘリ（DH）出動時に輸血製剤を持ち出し、病院前輸血を可能とする体制を構築した。 

【方法】 

2021年7月より、O(+)赤血球濃厚液6単位を専用搬送冷蔵庫で持ち出す運用マニュアルを作成し運用を開始した。これまでに

14回15例で輸血製剤の持ち出しを実施し、接触前キャンセル2例、転院搬送1例を除く外傷現場12例を検討した。さらに

2024年4月から2025年12月までのDC出動症例を後方視的に解析した。 

【結果】 

外傷現場12例中5例に病院前輸血を実施し、死亡は3例だった。2024年4月以降の解析では、DC出動時間は輸血持ち出し時

には3分から5分へ有意に延長していた（p=0.017）。当院から遠方地域（峡南・上野原・大月・都留・富士五湖消防管轄）に

おける外傷に対するDC出動107件のうちMTP発動は24件認められたが、輸血持ち出しは4件で、病院前での使用はなかっ

た。有害事象は認めなかった。 

【結論】 

当院における病院前輸血体制は安全に運用可能であったが、実際の持ち出し・使用件数は限られていた。MTP発動症例を中心

とした適応症例の抽出と運用改善が今後の課題である。 
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○教育講演 

 

軽症アレルギー性輸血副反応と食物アレルギー既往の関連性に関する解析  

 

高野勝弘１） 東保一葉２） 中村弘２） 白井俊光３） 小林貴子４） 中嶋ゆう子５） 原順一５） 杉田完爾２）６） 井上克枝１）３）５） 

 

（ 山梨大学医学部附属病院 輸血細胞治療部１）、山梨県赤十字血液センター２）、山梨大学医学部 臨床検査医学３） 

山梨大学医学部附属病院 栄養管理部４）、山梨大学医学部附属病院 検査部５）、山梨大学医学部 小児科６） ） 

 

輸血副反応には，溶血性副反応，非溶血性副反応，輸血後感染症があり，このうち非溶血性副反応には，発熱反応、アレルギー

反応、アナフィラキシー反応、アナフィラキシーショック、血圧低下、呼吸困難、輸血関連急性肺障害（TRALI）、輸血関連循

環過負荷（TACO）、クエン酸中毒、高カリウム血症など，軽症から生命の危険のある重篤なものまで様々 なものが含まれる．

アレルギー反応は，発疹・蕁麻疹、掻痒感・かゆみ、発赤・顔面紅潮などの症状が現れ，輸血の1～3％の頻度で生じ，輸血副

作用の中では最も多い．アレルギー性輸血副反応は患者血液中のIgEと輸血製剤中の血漿タンパク質（アレルゲン）との反応の

結果と考えられているが，他の機序でも起こり得るため，ほとんどの症例で原因は不明である． 

食物アレルギー(Food Allergy: FA)は，特に幼少期に多く見られる代表的なアレルギー疾患である．日本における食物アレルギー

の頻度は乳児期で4.0～16.7%，学童期で1.3～4.5%，それ以降は5%未満と報告されており，原因食物として最も頻度が高いの

は鶏卵（39.0%），次いで牛乳（21.8%），小麦（1.7%）等と報告されている． 

我々 は軽症アレルギー性輸血副反応と食物アレルギーに共通の機序が想定されることから，これらの関連を解析するため本研究

を行った．2019年から2021年の間に山梨大学医学部附属病院に入院し輸血を行った患者を対象に，アレルギー性輸血副反応の

発症および食物アレルギー（FA）の既往歴を解析した．FAの既往歴は入院時の禁忌食の記録により定義した． 

のべ200人の輸血患者に輸血副反応が見られ，全て非溶血性副反応であった．このうち193人は軽症の輸血副反応，アレルギー

性輸血副反応と考えられたのは157人であった．製剤別では，赤血球輸血で30人，新鮮凍結血漿で30人，血小板製剤で97人

であった．赤血球・新鮮凍結血漿の輸血後に軽症アレルギー性輸血副反応を発症した患者のFA既往率（13人/60人=21.7%）

は，全入院患者のFA既往率（4380人/39473人=11.1%）や、輸血副反応のなかった患者（89人/2830人=3.1%）と比較して

有意に高いことが示され，血液製剤に含まれる食物抗原が，赤血球や新鮮凍結血漿による軽症アレルギー性輸血副反応の発生に

一部関与している可能性が示唆された． 

血小板製剤ではFA既往率は（9人/97人=）9.7%に留まり，軽症アレルギー性輸血副反応の発生率は高いものの，FA以外の多

面的な要因が関与していると考えられた． 

 

  



- 5 - 

 

 

〇特別講演 

 

アジア人型 DEL を中心とした輸血の進歩 

 

  福島県立医科大学 大戸斉 

 

RhD は通常のD＋（RHD*01）の他にpartial D, weak D, DEL, D－, Rhnull に類型される。 

DEL の発見 

抗グロブリン試験を含むD 抗原検査で陰性であっても、抗D 吸着解離試験を行うと、解離液中に抗D が検出される赤血

球の存在が植野ら（新潟BC）によって初めて気付かれた。大久保ら（大阪BC）はこれをDel と名付け、世界正式名称と

なった。 

DEL の検査：D 陰性確認、抗D 吸着解離試験、C 抗原検査  

通常の抗D 試験直後判定陰性で、さらにD 陰性確認試験（抗D 感作後の抗グロブリン試験）でも凝集を認めないが、抗

D 吸着解離試験で、解離液中に抗D が検出される赤血球をDEL に分類する。DEL のD 抗原基数は36/cell 以下と、

weak D(抗原基数100-1000/cell)よりも更に少ない。RHD 遺伝子exon 9 の同義置換(c.1227G>A)により、splice site が影

響を受け、D 抗原（exon 7/8/9）が極端に減少(0.2%)するが、full length の遺伝子が読まれる。 

日本人D－献血者3526 人中、90%は真のD－、9.0%はアジア人型DEL で、DEL は全てC 抗原を有し、RHCe とcis の

位置で連鎖している。D－C＋の半数は真のD－で、半数はDEL である。 

DEL 者の輸血と妊娠 

輸血ドナー 

D 抗原基数は少ないものの、免疫原性は弱く残る。D－受血者に二次抗D 産生した世界初例が佐久間らによって報告さ

れ、東アジアで同様症例が蓄積している。だが、DEL 輸血後に実際に抗体を獲得するD－受血者は日本では年１例以下と

推定される。  

受血者 

アジア人型DEL は本質的にはD＋なので、D＋赤血球を輸血されても抗D は産生しない。 

妊婦 

中国での大規模研究によれば、アジア人型DEL 妊娠女性1032 人中、抗D 産生者はおらず、真のD－者（抗体産生

2.6%, 79/3009）とは全く異なる。この成績からアジア人型DEL 者には世界的に不足しているRhIg の適応は無い。 

D－妊婦と妊孕可能女性への考え方 

妊孕可能女性では真のD－が確立していなくても、可能な限りD－C－を選択する。男性と閉経女性が抗D を保有すれ

ば、D－C－を選択するが、抗D がなければC－を準備しない。 

遺伝子検査の導入 

アジア人型DEL 遺伝子(RHD*DEL1)は遺伝子検査が標準化しやすく、安定した結果が得られ、東アジアで導入され始め

ている。 

 

 

※次頁の論文は日本輸血・細胞治療学会の承諾を得て掲載しております。 
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令和７年度 定期総会 

 

１． 令和６年度事業報告 

１）第 40 回山梨輸血研究会の開催 

   （１）開催日 令和７年２月 15 日（土） 

   （２）場 所 山梨大学医学部臨床講義棟小講堂 

          Microsoft Teams（ハイブリッド開催） 

   （３）内 容 一般演題 4 題 

           特別講演『大量出血症例に対するより適切な輸血療法の確立を目指して 

                 ―長期保存、迅速投与可能な新規血液製剤の有用性の検討』 

               日本赤十字社 血液事業本部 中央血液研究所 宮田 茂樹 先生 

２）山梨輸血研究会会報の発行 

      Vol.38 No.２ 令和 6 年 12 月 

      Vol.39    令和７年１月 

      Vol.40 No.1  令和７年９月 

３）ホームページの運営 

      山梨輸血研究会ホームページを維持管理 

４）赤血球不規則抗体保有カードの普及事業 

      研究会ホームページにて、不規則抗体保有カードの雛型及び患者説明書の例を提示し、 

      県内医療機関に対し、カードの普及活動を展開。 

５）会計報告 

令和６年 10 月 1 日～令和７年 9 月 30 日   

収 入（円） 支 出（円） 

会員年会費 

意見交換会費 

補助金 

預金利息 

前年度繰越金 

40,000 

27,000 

296,450 

350 

302,020 

 研究会開催費 

印刷費 

ホームページ改修費 

振込手数料 

次年度繰越金 

67,600 

296,450 

13,200 

990 

287,580 

 

 計 665,820   計 665,820  

 

 

上記会計に相違ありません。         令和８年１月 30 日 

                             会長  髙野 勝弘 

会計報告は正確であることを認める。 

                           令和８年２月４日 

会計監事  中島 雅人 
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２． 令和７年度事業計画（案） 

 １）第 41 回山梨輸血研究会の開催 

    （１）開催日 令和８年 2 月 14 日（土） 

    （２）場 所 山梨大学医学部臨床講義棟小講堂 

          Microsoft Teams（ハイブリッド開催） 

    （３）内 容 一般演題 ３題 

           教育講演 「軽症アレルギー性輸血副反応と 

食物アレルギー既往の関連性に関する解析」 

 山梨大学医学部附属病院 輸血細胞治療部 髙野 勝弘 先生 

           特別講演 「アジア人型 DEL を中心とした輸血の進歩」 

                福島県立医科大学 副学長  大戸 斉 先生 

２）山梨輸血研究会会報の発行 

     機関紙「山梨輸血研究会会報」を発行する。 

３）会員の拡大 

     輸血医療に携わる医療従事者へ入会を勧める。 

４）ホームページの運営 

     山梨輸血研究会ホームページを管理する。 

５）赤血球不規則抗体保有カード普及事業 

    県内の医療機関に対し、カードの普及活動を展開する。 

６）令和７年度事業予算（案） 

令和７年 10 月 1 日～令和８年 9 月 30 日  

収 入（円） 支 出（円） 

会員会費 

広告費 

補助金 

前年度繰越金 

 

35,000 

30,000 

200,000 

287,580 

 

 総会・会議費 

印刷費 

ホームページ改修費 

不規則抗体保有カード普及活動費 

予備費 

110,000 

200,000 

50,000 

3,000 

189,580 

 

 計 552,580   計 552,580  

  


